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bitFlyer
登録マニュアル



ＢＩＴＦＬＹＥＲの新規開設はこちらをク
リック

↓

HTTPS://GOO.GL/4G5VP2
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https://goo.gl/4g5vP2
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①メールアドレスを入力 ②[アカウント作成]ボタンをクリック



この画面に切り替わりますが、一旦このページはそのままにしておきます。

前のページで入力したメールアドレス宛に
登録確認メールが届いていますのでメールを開きます。
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ｂｉｔＦｌｙｅｒからメールが来ていますので、クリックして開きます。
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本文に記載されているキーワード（英数字の文字列）をドラッグします。
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ドラッグしたら右クリックしてコピー
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①画面をｂｉｔＦｌｙｅｒに切り替えて、コピーしたキーワードを貼り付けます。

②[アカウント作成]ボタンをクリック
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画面が切り替わったら、この４つの項目すべてにチェックを入れます。
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[ｂｉｔＦｌｙｅｒをはじめる]ボタンをクリック
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画面が切り替わるので、[本人情報の登録に進む]ボタンをクリック
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①各項目を漏れのないようにすべて入力していきます。

【※※※】
後ほど、本人確認書類
(免許証やパスポート)を

提出するのですが、
その書類と同じ情報を

入力してください。
本人確認書類と違う部分
があるとNGになります。

②入力が終わったら[登録情報を確認する]ボタンをクリック12



内容に間違いがなければ[ご本人情報を登録する]ボタンをクリック

情報に間違いがあった場合は
[戻る]ボタンで前のページに戻り

情報を修正します。
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画面が切り替わるので、[続けてご本人確認資料を提出する]ボタンをクリック
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画面が切り替わるので、[書類の種類を選択する]をクリック
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【※重要※】
マニュアルの最後（Ｐ.４０～）に、本人確認用書類の

種類について説明してありますので、そちらもご参照ください。



この一覧の中から提出する種類を選択します。

※ このマニュアルでは
[運転免許証]を選択
して解説していきます。
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画面が切り替わったら、まずは免許証の表面を提出します。

【※注意※】
あらかじめ免許証の表面と裏面を撮影して、

パソコンに保存しておいてください。
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【※注意※】
住所の変更がなくても裏面の写真もいります。

写真が暗かったりぼやけているとNGになる
場合がありますので、きれいに撮りましょう。



免許証の画像が保存されているフォルダを
このように開きます。
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表面の画像をこの点線枠の場所に
ドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ＆ドロップ
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ドラッグ＆ドロップがうまくいくと
ここに免許証の画像が表示されます。
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次に、免許証の裏面を提出するので
画像が保存されているフォルダを開きます。
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裏面の画像をこの点線枠の場所に
ドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ＆ドロップ
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①表面と裏面が正常に表示されているのを確認します。

②問題なければ[ご本人確認資料を提出する]
ボタンをクリック
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画面が切り替わるので、[続けて、取引目的等を確認する]ボタンをクリック
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①各項目について、ご自身に該当するものをチェックします。

②チェックが終わったら
[入力する]ボタンをクリック
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画面が切り替わるので、[続けて銀行口座情報を登録する]ボタンをクリック
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①[銀行名][支店名][口座種別][口座番号]
[銀行口座名義]の各項目を入力します。

②入力内容に問題がなければ[登録情報を確認する]ボタンをクリック

【※※※】
ｂｉｔＦｌｙｅｒから日本円を

出金する際の口座となります。間違
えないようにしましょう。
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【※※※】
ｂｉｔＦｌｙｅｒに日本円を入金する際は

必ずご登録の口座から
振り込まないといけません！



内容に間違いがなければ[銀行口座情報を登録する]ボタンをクリック

情報に間違いがあった場合は
[戻る]ボタンで前のページに戻り

情報を修正します。
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ここではまだ入金せず、一旦[ホームに戻る]ボタンをクリックします。
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ホーム画面に戻ったら、
本人確認をスムーズに行うため
[ＩＤセルフィー]ボタンをクリック
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画面が切り替わったら、[ＩＤセルフィー画像]を提出します。

【※※※】
あらかじめ右のサンプル写真のように

免許証を持った写真を撮影して、
パソコンに保存しておいてください。
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・画像内に本人の顔と本人確認資料が同時に写っている
・本人確認資料の文字、顔写真が明確に判別できる
・顔は正面を向き、無帽で髪が瞳（目）にかかっていない
・他の人が写りこんでいない

※ セルフィー画像を撮影する時の注意点 ※

【良い例】
【悪い例】



免許証を持った画像が保存されているフォルダを
このように開きます。
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画像をこの点線枠の場所に
ドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ＆ドロップ
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①画像がここに正常に表示されているのを確認します。

②問題なければ[ＩＤセルフィーを提出する]
ボタンをクリック
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本人確認資料の提出が終わりましたので[ホームに戻る]ボタンをクリック
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アカウントクラスが[トレードクラス]になりましたので
コインの売買ができるようになりました！
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後日、ｂｉｔＦｌｙｅｒからこのように
[転送不要の簡易書留はがき]が届きます。
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以上で本人確認は完了です。



ＢＩＴＦＬＹＥＲの新規開設方法は以上です。
お疲れ様でした。
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※コインの購入方法、出金方法は
別のマニュアルで解説します。
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本人確認用資料解説
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運転免許証

【本人確認資料の種類①】

・裏面も必ず提出する。

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。
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パスポート

【本人確認資料の種類②】

・ 顔写真面と所持人記入欄（住所記載ページ）の

２ページを提出する。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。
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個人番号カード

【本人確認資料の種類③】

・表面のみ提出。（裏面は不要）

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。

【※注意※】
マイナンバー通知カード（顔写真の入っ
ていないカード）は本人確認資料として

受け付けてもらえません。
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住民基本台帳カード（顔写真あり）

【本人確認資料の種類④】

・裏面も必ず提出する。

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。
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各種健康保険証・共済組合会員証（カード型健康保険証）

【本人確認資料の種類⑤】

・社会保険のカード型健康保険証の場合は、住所等の情報記入欄が裏面にあるので裏面も提出する。

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。
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各種健康保険証（紙型健康保険証）

【本人確認資料の種類⑥】

・ 紙型健康保険証で住所情報を記入するタイプの

場合は、現住所を記入して提出する。

・ 被扶養者の場合は、自分の名前が記載されて

いるページも必要です。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。
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各種年金手帳（厚生年金、国民年金、共済年金等）

【本人確認資料の種類⑦】

・ 記載内容に変更がある場合は、変更日付の

記載が必要です。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。

【※注意※】
平成９年以降発行の年金手帳は

住所の記載がないため、提出不可。
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各種福祉手帳

【本人確認資料の種類⑧】

・ 住所、氏名、生年月日および書類名称が異なる

面に記載されている場合、記載されている全ての

面の画像を提出。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。
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印鑑登録証明書

【本人確認資料の種類⑨】

・ 発行日から６ヶ月以内のもの。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。



51

住民票の写し

【本人確認資料の種類⑩】

・ 発行日から６ヶ月以内のもの。

・ 資料全面が鮮明に写っていること。

・ 住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で

入力したものと同じであること。
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在留カード

【本人確認資料の種類⑪】

・裏面も必ず提出する。

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。



53

特別永住者証明書

【本人確認資料の種類⑫】

・裏面も必ず提出する。

・資料全面が鮮明に写っていること。

・住所、氏名、生年月日は本人情報登録画面で入力したものと同じであること。
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登記事項証明書

【法人用本人確認資料の種類】

・ 登記事項証明書・登記簿謄（抄）本の原本。

・ 発行日から６ヶ月以内のもの。

・ 名称、本店または主たる事務所の所在地、事業の内容、代表権を

有する役員が記載されているもの。

（取引責任者が代表権を有する役員として記載されていない場合は、

委任状の提出が必要。）

・ 法人情報登録画面で入力したものと同じであること。

・ 会社法人等番号が鮮明に記載されていることをご確認ください。


